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（粗大ごみの戸別収集）  

 市内のご家庭で不要になった粗大ごみを、有料でご自宅まで収集に伺う事業です。 

（収集日時） 
 田原地域        ➡ 毎月 第１・３火曜日 午前８時～正午 

 渥美・赤羽根地域 ➡ 毎月 第２・４火曜日 午前８時～正午 
             ※収集日が祝日の場合、週が変更となる場合があります。 

（収集手順） 
 

 
 

・田原市粗大ごみ受付センター（TEL.0531-37-1853）に 

            電話で申し込んでください。 

            【受付時間】平日の午前 8 時 30 分～正午、午後 1 時～午後 4 時 

                  ※土日、祝日、年末年始を除く 

・受付センターから、住所、氏名、電話番号、粗大ごみの品目と 

            個数、収集希望日、ごみを出す場所などを確認します。 

最後に、「受付番号」をお伝えしますので、忘れないようにメモ 

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 粗大ごみ戸別収集事業について 

令和５年

10月2日

受付開始 

①「田原市粗大ごみ受付センター」へ電話予約します。 

②「粗大ごみ処理シール」を購入します。 

・粗大ごみ処理シール（1 枚 800 円）を取扱店舗等 

 で、必要枚数を購入してください。 

 ※電話予約の際に、必要枚数をご案内します。 

 ※処理シールの販売場所は、３ページをご覧ください。 

粗大ごみ処理シール 

【令和 5 年 9 月 19 日版】 

・処理シールに受付番号・収集日・氏名を記入の上、粗大ごみの 

 目立つところにシールを貼り付けてください。 

・収集日当日の午前８時までに、自宅敷地境の屋外など申込時に 

 指定した場所に出してください。 

 ※建物内から屋外までの運び出しは行いません。 

・収集日当日、作業員が収集に伺います。 

・処理シールが貼付されていないものや、申し込みされていない 

 ものは収集できません。 

・収集日当日の立会いは必要ありません。 

・収集時間の指定はできませんので、予めご了承ください。 

③ 粗大ごみ処理シールを貼付し、自宅の敷地境に出します。 

④ 作業員が、粗大ごみを収集します。 
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（戸別収集の対象となる粗大ごみ） 

 以下の収集条件・目安の「粗大ごみ」が、戸別収集の対象となります。 
 

（収集条件） 

・市内の一般家庭から排出される粗大ごみ 

・市指定ごみ袋（４５Ｌ）や、ごみステーションのコンテナに収まらない粗大ごみ 

（大きさ・重さの目安） 

・一辺の長さが３０ｃｍ以上２ｍ以下のもの 

・縦、横、高さの合計が４ｍ以内のもの 

・大人２人で持ち上げられるもの（重量５０㎏以下が目安） 

※収集品目については、４・５ページをご覧ください。 

（収集できないもの） 

（注意事項） 

（収集料金） 

（事業の詳細・最新情報） 

田原市ホームページ 

・事業所など事業活動に伴って排出されるもの（事業系一般廃棄物等） 

・家電４品目（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫） 

・処理困難物（消火器、タイヤ、ピアノ線があるピアノなど） 

・田原市外から排出されるもの 

・剪定枝木（加工してある木材を除く。） 

・粗大ごみ１点あたり８００円 

 ※１回の申込みで収集できるのは最大５点までです。 

・１回の収集個数には限界がありますので、お早めにご予約ください。 

・粗大ごみ処理シールの払い戻し、再発行はいたしません。必要な枚数分のシール 

 を購入してください。 

・粗大ごみの中は、必ず空にしてください。 

中身が残ったままの場合は、回収できません。 

・ひもで縛る場合は、すぐに外れない様にしっかりと縛ってください。 

・粗大ごみが複数ある場合、収集品目ごとにシールを貼ってください。 

（一部、複数の粗大ごみを１点として取扱うものがありますので、ご注意ください。） 

・申込内容の変更（キャンセル・品目の変更等）がある場合は、収集日の５日前まで 

に受付センターまで連絡してください。 

・事業の詳細や最新情報等は、市ホームページでご確認ください。 

 ※右の二次元コードを読み取ってください。 
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町名 店舗名 町名 店舗名 

六連町 ファミリーマート田原六連町店 田原町 ファミリーマート田原新清谷店 

神戸町 スギ薬局田原店 ファミリーマート田原西屋敷店 

ＤＣＭ田原店 ファミリーマート田原南晩田店 

ミニストップ田原神戸町店 赤石 髙橋精肉店 

東赤石 ビーエス 野田町 ファミリーマート田原野田町店 

ヤマナカ田原店 赤羽根町 ゲンキー赤羽根店 

大草町 ローソン大草店 ファミリーマート田原赤羽根店 

豊島町 オリビア ファミリーマート田原赤羽根 

ロングビーチ店 

ゲンキー豊島店 ローソン田原赤羽根中学校前店 

ファミリーマート田原豊島店 小中山町 もりもとや 

谷熊町 セブンイレブン田原谷熊町店 福江町 金広商店 

大久保町 セブンイレブン田原大久保店 ゲンキー保美店 

浦町 

 

セブンイレブン田原浦川向店 セブンイレブン田原福江町店 

ファミリーマート田原浦店 ファミリーマート田原福江町店 

片西 ファミリーマート田原片西店 保美町 ファミリーマート田原保美店 

光崎 セブンイレブン田原光崎３丁目店 ミニストップ田原保美町店 

田原町 

 

ゲンキー蔵王北荒井店 古田町 

 

ゲンキー福江店 

スギ薬局田原西店 セブンイレブン田原古田町店 

セブンイレブン田原殿町店 ＤＣＭ渥美店 

セブンイレブン田原本町店 伊川津町 ファミリーマート渥美伊川津店 

タカサキ新聞 豊橋市 ＤＣＭ２１豊橋南店 

立岩米穀店   

 

（市役所の販売場所＝３か所） 

・田原市役所廃棄物対策課 ／ 電話 0531-23-3538 

・赤羽根市民センター   ／ 電話 0531-45-3111 

・渥美支所市民生活課   ／ 電話 0531-33-1112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 粗大ごみ処理シール販売場所  【R5.9.19 現在】 

 粗大ごみ処理シールは、以下の取扱店舗で購入できます。 

その他、田原市役所廃棄物対策課、赤羽根市民センター、渥美支所市民生活課でも

購入できます。 
 

（取扱店舗＝４３店舗） 
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複数で１点として取扱う収集品目がありますので、下記一覧表でご確認ください。 

 ご不明な点などがあれば、田原市粗大ごみ受付センターまでお問い合わせください。 

 

 

 
 

･アコーディオンカーテン  

･いす（2 人以上用又は大型のもの【応接用】）  

･いす（1 人用で小型のもの【応接用以外】） 2 脚で 1点扱い（パイプ椅子も同様） 

･応接セット 応接用の机 1 台、イス 1脚、ソファー1脚各 1点扱い 

･カーペット（2 畳超） 
2 畳（約 182cm×約 182cm）超は 1枚で 1点扱い 

（ひも等で縛って出してください） 

･カーペット（2 畳未満） 
2 畳（約 182cm×約 182cm）以下は 2枚で 1 点扱い 

（ひも等で縛って出してください） 

･家具 上下や左右に分かれるものは上下／左右合わせて 1点扱い 

･鏡台 付属のイス 1 脚を含めて 1 点扱い 

･座いす （45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出してください） 

･じゅうたん（2 畳超） 
2 畳（約 182cm×約 182cm）超は 1枚で 1点扱い 

（ひも等で縛って出してください） 

･じゅうたん（2 畳以下） 
2 畳（約 182cm×約 182cm）以下は 2枚で 1 点扱い 

（ひも等で縛って出してください） 

･ソファー 

結合金具、木材等で連結しているものは、連結したもので 1点扱い 

足置き場がある場合は、足置き場 1点を含めて 1点扱い 

セパレート型ソファの場合、セパレートしたものそれぞれ各 1点扱い 

（ソファ－用枕など 45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出

してください） 

･たんす 上下に分かれるものは上下合わせて 1点扱い 

･机（テーブル） 

学習机は付属のたな 1個とイス 1個を含めて 1点扱い 

机 1 台、イス 1 脚各 1 点扱い（ただし、1 人用で小型のもの【応接用以

外】は 2脚で 1点扱い 

（45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出してください） 

･テーブル（机） 

学習机は付属のたな 1個とイス 1個を含めて 1点扱い 

机 1 台、イス 1 脚各 1 点扱い（ただし、1 人用で小型のもの【応接用以

外】は 2脚で 1点扱い 

（45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出してください） 

･はしご  

･ビーズクッション （45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出してください） 

･ブラインド  

･風呂のふた 複数に分解できるものも 1 点扱い 

 

 

 

･三輪車  

･ジュニアシート （45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出してください） 

･チャイルドシート （45L 指定袋に収まるものは「こわすごみ」として出してください） 

･ベビーカー  

･ベビーベッド ベビーベッド用マットレス 1点を含めて 1 点扱い 

 

 戸別収集対象の粗大ごみ一覧表 

（家具類） 

（子ども用品） 



- 5 - 

 

 

 
 

･電気カーペット サイズに関係なく 1枚で 1 点扱い（ひも等で縛って出してください） 

･電気毛布 サイズに関係なく 1枚で 1 点扱い（ひも等で縛って出してください） 

･布団 2 枚で 1点扱い（ひも等で縛って出してください） 

･ベッド 
サイズに関係なくベッド 1 個分のフレーム一式で 1点扱い 

2 段ベッドは 2 段ベッド 1個分のフレーム一式で 2点扱い 

ベッドマットレス 1点で 1 点扱い（組立式のものはばらして出してください） 

･ホットカーペット サイズに関係なく 1枚で 1 点扱い（ひも等で縛って出してください） 

･マットレス 
サイズに関係なくベッド 1 個分のマットレス一式で 1 点扱い 

2 段ベッドは 2 段ベッド 1個分のマットレス一式で 2点扱い 

ベッドマットレス 1点で 1 点扱い 

 

 
 
 

･オイルヒーター ･ガステーブル ･食洗機 ･石油ファンヒーター 

･コタツ 天板や付属コードがある場合は天板・付属コードを含めて 1点扱い 

･扇風機 （コンテナに収まるものは「電化製品類」として出してください。） 

･電子レンジ （コンテナに収まるものは「電化製品類」として出してください） 

･マッサージ機  

･ミシン（足踏み式） 
 

 

 

 
 

･ゴルフクラブ・ゴルフバッグ 

ゴルフバックとゴルフクラブを同時に出す場合は、ゴルフバックとクラ

ブ（14 本まで）で 1点扱い 

ゴルフクラブのみで出す場合は、クラブ（14 本まで）で縛って 1点扱い 

ゴルフバックだけで出す場合は、ゴルフバック 1個で 1点扱い 

･サーフボード  

･スキー板（スキー用具） 

付属のストック 2本を含めて 1点扱い 

スキー板(両足)だけ出す場合は、スキー板 1組で 1点扱い 

ストックだけで出す場合は、ストック 2 本で 1点扱い 

（スキーケースに入れて出すことができます） 

（スキー靴は「こわすごみ」として出してください） 

･スノーボード 
ボード 1枚で 1点扱い 

（ボードケースに入れて出すことができます） 

（ボード靴は「こわすごみ」として出してください） 

 

 
 

･エレクトーン ･オルガン ･電子オルガン ･電子ピアノ 

･ピアノ（ピアノ線がないもの）（左記の楽器 5点は、すべて付属のイス 1 脚を含めて 1 点扱い） 

･ギター 
 

 
 
 

･一輪車 ･乳母車 ･草刈り機 ･下駄箱 ･自転車 

･釣り竿（2本で 1点扱い） ･よしず（2枚で 1点扱い） 

･テント(シート含む)（テントケースに入れて出す場合は、テントケースを含めて 1点扱い 

･物干し竿（2本で 1点扱い）･物干し台（基礎ブロックを含めて左右 1対で 1 点扱い） 

 

（楽器） 

（その他） 

（寝具・敷物） 

（電化製品） 

（スポーツ用具） 
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 粗大ごみ戸別収集事業 Ｑ＆Ａ 

・収集時の立会いは不要ですが、粗大ごみが見当たらない場合など、お電話で確認 

 することがあります。 

Ｑ１ 収集時に立会いは必要ですか？  

Ｑ２ 粗大ごみの収集は、すべて有料ですか？  

・１階の屋外の敷地境（収集に適した場所）に出してください。 

 具体的な収集場所については、申込時に確認させていただきます。 

Ｑ３ 粗大ごみ処理シールは払い戻しできますか？ 

・粗大ごみ処理シールの払い戻し、再発行はいたしません。必要な枚数分のシール 

 を購入してください。 

Ｑ４ 粗大ごみ処理シールは、どの辺りに貼ればよいですか？ 

・本事業における個別収集を依頼される場合は有料となりますが、ご自身で、直接 

 各資源化センターに持ち込まれる場合は、これまでどおり無料です。 

Ｑ５ 自宅がアパートの場合、どこで収集してもらえますか？ 

・処理シールに、油性ペン等で受付番号・収集日・氏名を記入してください。 

・粗大ごみの目立つところ、見やすいところにシールを貼ってください。 

【お問い合わせ先】 

【申込みに関すること】 

 田原市粗大ごみ受付センター 

 TEL.0531-37-1853 

 （受付時間） 

  平日 8:30～12:00、13:00～16:00 

  土日、祝日、年末年始を除く 

【制度に関すること】 

 田原市役所廃棄物対策課 

 Tel.0531-23-3538 

 （受付時間） 

  平日 8:30～17:15 

  土日、祝日、年末年始を除く 

受付番号・収集日・氏名

を記入 


